
 令和８年度 奉仕員養成講座開催要項 

１ 目  的 

     聴覚や視覚に障がいがある方の交流活動の促進や市広報活動などの情報を提供する支援 

者として期待される人材を養成することを目的として手話奉仕員、朗読奉仕員、点訳奉仕 

員、要約筆記奉仕員の４つの講座を実施する。 

２ 開講日程 

    手 話 講 座 令和８年 4 月１６日（木）より １８：３０～２０：３０ 全４０回  

    朗 読 講 座 令和８年 4 月１１日（土）より １０：００～１２：００ 全２１回 

    点 訳 講 座 令和８年４月１１日（土）より １３：３０～１５：３０ 全２０回 

    要約筆記講座 令和８年６月１１日（木）より  ９：３０～１２：３０ 全１７回 

３ 場  所 

くらしき健康福祉プラザ３階 ボランティア交流室 

４ 参加対象 

倉敷市在住で、倉敷市内で奉仕員として活動をお考えの方 

５ 定  員 

【手話】２３名 【朗読】２０名 【点訳】２０名 【要約筆記】１０名 

６ 申込方法 

来所にて申込み 

 ７ 受 講 料 

【手話】4,290 円 【朗読】1,000 円 【点訳】2,000 円 【要約筆記】4,000 円 

８ 申込受付期間 

・手  話  令和８年３月１日（日）～１０日（火） 

※手話講座は毎年定員を大幅に超える申込みのため、先着順ではなく、抽選により受講者 

を決定し、抽選結果は３月１５日（日）以降に、申込者全員へ文書またはメールで案内す 

る。（抽選会を３月１１日１４時より点字印刷室にて実施予定） 

・朗読・点訳 令和８年３月１月（日）～３１日（火）または、定員になり次第締切 

・要約筆記  令和８年５月１日（金）～３１日（日）または、定員になり次第締切 

９ 修了条件 

   各講座とも８割以上の出席または、講師が修了にあたると認めた場合修了とする 

１０ 講座中止基準 

   講座当日開始１時間半前に倉敷地区に警報（大雨・暴風・大雪）が発令されている場合や、 

受講生や講師の安全のために講座を中止する場合がある。中止になった場合はすみやかに、 

受講生に電話やメール等で連絡、またホームページで通知する。 

１１ 広報・宣伝 

（１）社協ＨＰ掲載 https://www.kurashikisyakyo.or.jp 

（２）社協だより Vol.１０７号 

（３）広報くらしき３月号（手話・点訳・朗読）及び５月号（要約筆記） 

１２ 問合せ先 

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 倉敷ボランティアセンター 

〒７１０－０８３４ 倉敷笹沖１８０番地 くらしき健康福祉プラザ３階 
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